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謹啓 

平素より当学会の活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

2025 年 1 月 31 日、米国において高気圧酸素治療（HBO）装置の使用中に火災が

発生し、患者 1 名が死亡、ご家族 1 名が負傷するという重大な事故が発生いた

しました。現在、事故の詳細な原因や機器の使用状況については調査中であり、

追加情報が確認され次第、改めてお知らせいたします。 

 

このような事故の再発を防ぐため、日本高気圧潜水医学会 安全対策委員会より、

以下の点について注意喚起いたします。各施設におかれましては、安全基準第 35

条および第 36条を再確認のうえ、適切な運用を徹底し、安全な治療の推進に努

めてください。 

 

また、治療時の装置内への物品持ち込みに関する確認を徹底し、患者への適切な

説明を十分に行うことで、事故防止に万全を期していただきますようお願い申

し上げます。 

 

皆様のご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

謹白 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



高気圧酸素治療の安全基準(2024 年 6月 27日改訂) 

 

（治療の決定、患者への説明と同意、点検等） 

第 35 条 専門医あるいは主治医は、治療しようとする患者に対して、次に掲げる検査を行

って治療を安全に実施できることを確認しなければならない。 

1） 全身状況の把握のために必要な問診を含む一般的検査 

2） 呼吸器の状況の把握のために必要な理学的検査及び胸部Ｘ線検査等 

3） 循環器の状況の把握のために必要な血圧測定、胸部Ｘ線検査及び心電図検査等 

4） 耳管の異常の有無を把握するために必要な耳管通気等の耳鼻科的検査 

5） その他疾患の別により特に注意すべき問題点についての検査 

 

2 治療を開始する前には、インフォームド・コンセントを行い、書面で患者の同意を取らな

ければならない。ただし、病態又はその他の理由によって患者の同意を得ることができな

い場合 は、患者に代わり得る家族又は親権者等の書面による同意を得なければならない。

やむを得ず、緊急に治療を必要とするため、治療に関する説明を行うことなく冶療を開始

し、又は書面による患者の同意を得ることなく治療を開始した場合は、可及的速やかに説

明を行い、患者又は患者に代わり得る家族又は親権者等の同意を得なければならない。 

 

3 専門医、又は専門医から直接指示を受けた技師若しくは職員は次に掲げる事項について、

毎回治療の開始の直前に患者その他の入室者の点検を行い、内部に収容された患者その

他の入室者に危害を生ずる恐れがあると認めた場合は、必要な措置を講じなければなら

ない。ただし、専門医以外の者が行った場合には、点検終了後には、必ず専門医の確認と

治療開始の承諾を得なければならない。 

1） 帯電防止能が木綿、又は木綿と同等以上の衣類、若しくは帯電防止加工を施した衣類へ

の変更 

2） 不適当な所持品及び衣類若しくは寝具等の除去 

 

4  専門医は、本条に規定する検査、インフォームド・コンセント、患者に対する説明及び

治療効果の評価を行った場合は、その内容及び治療効果の評価の結果の記録並びに患

者の同意を証明する書面を 5 年間保存しておかなければならない。 

 

（患者等への注意） 

第 36 条 専門医は、患者又はその付添人並びに主治医及び担当看護師に対して、次に掲げ

る事項を記入した注意書を手交し、治療の内容について十分に理解させるとともに、同一の

事項を装置外部の見やすい場所に掲示しなければならない。 

1） （酸素の支燃性）酸素は支燃性が強いため、僅小な点火源によっても容易に可燃物が発



火すること。 

2） （禁止所持品）マッチ、ライター、タバコ、各種使い捨て懐炉その他の保暖器具、時計、

ラジオ、携帯電話その他の電気・電子器具及び油脂類、消毒用アルコール、ベンジンそ

の他の引火性物品等の持ち込みを禁止すること。 

3） (衣類の制限）羊毛製品及び合成繊維製品の着用を禁止すること。帯電防止能が木綿又

は木綿と同等以上の衣類、若しくは帯電防止加工を施した衣類を着用しなければなら

ないこと。 

4） （異常時の連絡）内部に収容された者が体調の異常を自覚し、又は装置内部に異常を認

めた場合等の緊急の連絡方法。なお、緊急の連絡方法を装置内の患者の見やすい位置及

び外部の連絡場所に掲示しておかなければならない。 

5） （チェックリスト）専門医は、高気圧酸素治療施行前、患者又はその付添人に対して、

｢患者治療チェックリスト｣を用いて高気圧酸素治療の手順及び 高気圧酸素治療の安

全遂行に関わる事項について説明し、患者の署名、及び専門医、臨床工学技士等の確認

と署名後に高気圧酸素治療の開始を決定するものとする。 

6） (治療中の患者観察) 高気圧酸素治療又は異常の発生に対処するため、常に装置内の患

者を観察し、かつ、専門医とただちに連絡を行うことができなければならない。 


